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自主回収・再資源化事業計画 

認定申請書 

【記入例】 

（元号）○年○月○日 

経済産業大臣 殿 

環境大臣 殿 

 

申請者【省略せず登記上の表記で記載。他の別紙も同じ】 

住 所：東京都千代田区霞が関一丁目○番地○号 

名 称：○○株式会社   

代表者の役職・氏名：代表取締役  ○○ ○○  

電話番号：03- XXXX-XXXX 

 

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第 39 条第１項に規定する認定を受けたいの

で、関係書類を添えて申請します。 

  

１．申請者が法人である場合において

は、その役員の氏名 

（法第 39 条第２項第２号） 

役職・呼称 氏名 

取締役 □□ □□ 

執行役 △△ △△ 

  

２．施行令第 12 条に規定する使用人

があるときは、その者の氏名 

（法第 39 条第２項第２号、第３号） 

役職・呼称 氏名 

本店 店長 ▽▽ ▽▽ 

○○支店 店長 ◇◇ ◇◇ 

  

３．自主回収・再資源化事業の内容 

（法第 39 条第２項第４号） 

ケミカルリサイクル（油化） 

 

詳細は、別紙１「一連の行程図」、別紙２「回収の方法」、別

紙３「使用済プラスチック使用製品の管理方法」、別紙４―１

「使用済プラスチック使用製品の再資源化方法」、別紙４－２

「再資源化の実施率」のとおり 

４．自主回収・再資源化事業の全部

又は一部を他人に委託する場合

にあっては、委託する業務の範囲

及びその委託先の監督方法 

使用済プラスチック使用製品の収集、運搬又は処分を、別紙

５「使用済プラスチック使用製品の収集、運搬又は処分を行

う者」に掲げる者に委託する。 

これらの者に対して、作業手順書を用いて指導等を行い、周

知徹底を図っている。 

 

 

５．使用済プラスチック使用製品の収

集、運搬又は処分の全部又は一

収集又は運搬を業として行う者：○社 

処分を業として行う者：○社 

申請者を含む場合は 

「〇社（申請者を含む）」 

委託を行わない場合は 

「該当なし 

※申請者による処分を想定」 

等記入してください。 

委託を行わない場合は「該当なし」等

記入してください。 

漢数字・算用数字の表記間違いに注意して下さい。 

丁目は漢数字、番地以下は算用数字で統一してください。 

法人だけでなく、個人事業

主も本制度の申請者の対象

となります。 

役員とは、業務を執行する社員、取

締役、執行役又はこれらに準ずる者

をいい、相談役、顧問その他いかな

る名称を有する者であるかを問わ

ず、法人に対し業務を執行する社

員、取締役、執行役又はこれらに準

ずる者と同等以上の支配力を有する

ものと認められる者を含みます。 

材料リサイクル、ケミカルリサイクルの別をご記入

ください。ただし、ケミカルリサイクルの場合、そ

の手法（油化等）についても記入してください。 

施行令第 12 条に規定する使用人とは、申請者の使用人

で、「本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事

務所又は従たる事務所）」又は「継続的に業務を行うこと

ができる施設を有する場所で、再資源化事業に係る契約を

締結する権限を有する者を置くもの」の代表者を指し、具

体的には支店長などが該当します。 

内容が確認できる書類を申請書類に

添付してください。 

別紙５の事業者数

と一致すること。 
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部を他人に委託しようとする場合

には、その者の氏名又は名称及

びその者が行う収集、運搬又は処

分の別等 

（法第 39 条第２項第５号） 

詳細は、別紙５「使用済プラスチック使用製品の収集、運搬

又は処分を行う者」のとおり 

６．使用済プラスチック使用製品の収

集又は運搬の用に供する施設 

（法第 39 条第２項第６号） 

収集又は運搬に

用いる車両 

例：バンボディトラック 

回収拠点及び  

積替施設 

別紙６「回収拠点及び積替施設一覧

表」のとおり 

７．使用済プラスチック使用製品の処

分の用に供する施設の所在地、

構造及び設備 

（法第 39 条第２項第７号） 

別紙７「処分施設一覧表」のとおり 

８．使用済プラスチック使用製品の再

資源化に関する研究開発を行おう

とする場合にあっては、その内容 

（法第 39 条第２項第８号） 

別紙８「研究開発の内容」のとおり 

９．使用済プラスチック使用製品の収

集を行おうとする区域 

（施行規則第 16 条第１号） 

例１：全国（○○県は除く） 

例２：○○県、○○県、○○県、…、○○県 

例３：○○県○○市・○○市、××県○○市  

10．自主回数・再資源化事業におい

て再資源化を実施する使用済プ

ラスチック使用製品の種類及び

認定後一年間に再資源化される

見込みの使用済プラスチック使

用製品の種類ごとの重量 

（施行規則第 16 条第２号） 

使用済プラスチッ

ク使用製品の種

類 

重量 

製品 A ○○トン 

製品 B ○○トン 

  

 

11. 使用済プラスチック使用製品の再

資源化により得られた物の利用者

及び利用方法 

（施行規則第 16 条第３号） 

利用者  

 

 

容器包装製造事業者（別紙１参照） 

利用方法 容器製造の原料として利用する 

12．自主回収・再資源化事業におい

て廃棄物処理法第六条の二第二

項に規定する一般廃棄物処理基

準又は同法第十二条第一項に規

定する産業廃棄物処理基準に適

合しない処理が行われた場合に

おいて、生活環境に係る被害を防

別紙９「生活環境に係る被害を防止するための措置につい

て」のとおり 

収集運搬車両・船舶の種別を記入します。

車両一台・船舶一隻ごとに記入する必要は

ありません。 

研究開発を行わない場合は、別紙

８の作成は不要です。 

重量は、処理施設の処理能力が十分

か等を判断する際の参考となりま

す。 

利用先は、原則として、国内で製品等

に加工する製造事業者等に限ります。 

特段の事情がある場合は事前にご相談

ください。 
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止するために講ずることとする措

置 

（施行規則第 16 条第４号） 

担当者情報 

①氏名：○○ ○○ 

②住所：〒100-XXXX 東京都千代田区霞が関一丁目○番地○号 

③所属：○○株式会社○○部○○課 

④連絡先：TEL：03- XXXX- XXXX FAX：03-XXXX-XXXX 

      ：Mail：XXX@XXX.XX.XX 

備考 

・ 登録免許税法に基づく登録免許税として 15 万円を国（麹町税務署宛て）に納付し、その領収書

（写しでも可）を添付すること。 

・ 各欄にその記入事項の全てを記入することができないときは、適宜、別紙や添付資料を添付し、

その旨を記入すること。 

 



一連の行程図【記入例（一般廃棄物）】 別紙１

使用済プラスチック使用製品の流れ

運搬

委託関係など

委託

委託
処分の用に供する施設：○○

＜再資源化等の再生処理施設＞

収集又は運搬施設：○○

＜積替施設＞

収集運搬を行う者：○○
（別紙５参照）

収集

運搬

運搬

委託関係など

運搬

収集運搬を行う者：○○
（別紙５参照）

委託

委託

再資源化により得られたもの：PEペレット
再資源化製品利用先：容器包装製造事

業者（参考参照）

有価物

売却先：○○

利用方法：○○

残渣

産業廃棄物の種類：廃プラスチック類、

金属くず

収集運搬事業者：○○

処分事業者：○○（別紙５参照）

処分方法：〇〇

今回
認定を
受ける範囲

使用済プラスチック使用製品の回収拠点
＜積替施設＞
（別紙６参照）

消費者等

回収

提供・販売

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
の
製
造・
販
売
事
業
者
等（

申
請
者
）

●
●
株
式
会
社

再資源化により残渣が生じる場合は、その処理委託先及び処理方法についても記入してください。

なお再資源化により生じた残渣の処理を委託するにあたっては、

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の２の委託基準に従い委託契約を結んで処理を委託する

こと

・当該再資源化事業の事業活動に伴い生ずる廃棄物として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の３

の規定に

基づき、産業廃棄物管理票を交付し、又は同法第12条の５の規定に基づき電子マニフェストを利用すること

が必要です。

また、残渣処理の受託者は、廃棄物処理法に基づく業許可が必要となります。

一般廃棄物処理施設の

設置許可を持つ施設で

あることを確認してくだ

さい。

利用先については、参考として、想定している利用先の

事業者のリストも添付してください。また、商社等を経由

する場合は、最終的に再資源化により得られた物を利用

する事業者も記入してください。

なお、利用先は、原則として国内で製品等に加工（材料

リサイクルの場合は成形等の可塑化を行うこと）する製

造事業者等に限ります。特段の事情がある場合は事前

にご相談ください。

廃棄物の運搬・処分

売却売却



一連の行程図【記入例（産業廃棄物）】 別紙１

使用済プラスチック使用製品の流れ

運搬

委託関係など

委託

委託

処分の用に供する施設：○○

＜再資源化等の再生処理施設＞

収集又は運搬施設：○○

＜積替施設＞

収集運搬を行う者：○○
（別紙５参照）

回収

運搬

運搬

委託関係など

運搬

収集運搬を行う者：○○
（別紙５参照）

委託

委託

再資源化により得られたもの：PEペレット
再資源化製品利用先：容器包装製造事業者

（参考参照）

有価物

売却先：○○

利用方法：○○

今回
認定を
受ける範囲

排出事業者
提供・販売

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
の
製
造・
販
売
事
業
者
等(

申
請
者)

●
●
株
式
会
社

産業廃棄物処理施設の設置許

可を持つ施設であることを確認

してください。

利用先については、参考として、想定している利用先の

事業者のリストも添付してください。また、商社等を経由

する場合は、最終的に再資源化により得られた物を利用

する事業者も記載してください。

なお、利用先は、原則として国内で製品等に加工（材料リ

サイクルの場合は成形等の可塑化を行うこと）する製造

事業者等に限ります。特段の事情がある場合は事前に

ご相談ください。

廃棄物の運搬・処分

売却売却

残渣

産業廃棄物の種類：廃プラスチック類、

金属くず

収集運搬事業者：○○

処分事業者：○○（別紙５参照）

処分方法：〇〇

再資源化により残渣が生じる場合は、その処理委託先及び処理方法についても記載してください。

なお、再資源化により生じた残渣の処理を委託するにあたっては、

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の２の委託基準に従い委託契約を結んで処理を委託する

こと

・当該再資源化事業の事業活動に伴い生ずる廃棄物として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の３

の規定に基づ

き、産業廃棄物管理票を交付し、又は同法第12条の５の規定に基づき電子マニフェストを利用すること

が必要です。
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別紙２ 

回収の方法【記入例】 

 

１．回収拠点 ［例１］ 

・ △△商店の店舗に製品 A の回収ボックスを設置する。 

［例２］ 

・ 製品 B を使用する■■株式会社から、使用済となった製品 B を

回収する。 

［例３］ 

・ ■■株式会社の事業所に、製品 C の回収ボックスを従業員向

けに設置する。 

具体的な回収拠点については別紙６参照。 

３． 回収方法 

 

［例１］ 

・ △△商店の店舗店頭に使用済となった製品 A の回収ボックスを

設ける。回収内容についてはポスター掲示により周知する。 

・ 回収ボックスの内容は１週間に１度確認し、満載となった段階

で、別紙６に記載する積換保管施設に運搬、保管し、手選別を

行う。保管量が○ｔに達した段階で、別紙５に記載する収集運搬

業者に連絡し、別紙７に記載する処分施設まで運搬する。 

［例２］ 

・ ■■株式会社で使用した製品 B を、■■株式会社の■■倉庫

のコンテナにて保管し、コンテナが満載になった段階で別紙５に

記載する収集運搬業者に連絡し、別紙７に記載する処分施設ま

で運搬する。 

［例３］ 

・ ■■株式会社の事業所内に使用済みとなった製品 C の回収ボ

ックスを設ける。回収内容については社内広報及び回収ボック

スに説明を記載することにより周知する。回収ボックスは１週間

に１度確認し、満載となった段階で別紙５に記載する収集運搬

業者に連絡し、別紙７に記載する処分施設まで運搬する。 

 

・申請書の６に記載した種類の車両の分だけ、収集

運搬に用いる車両の写真を添付してください。 

・回収時の荷姿の写真を添付してください。 

・回収 BOX などがあれば写真を添付してください。 

・回収の方法が、別紙１に記載の流れと相違ないよ

うにしてください。 



⑧中間処理施設において一定量集まった段階で、●×（株）
に連絡し、収集運搬業者の手配を依頼する。

製造・販売事業者等

収集運搬業者

②引渡し証明（製造・販売事業者→収集運搬業者）
収集運搬業者は、管理伝票の内容を回収拠点の

引渡し担当者と確認し、引渡しを受けてサインをもらう。
収集運搬業者も自らサインを行い、積替施設に管理
伝票を渡す。

①配車手配（●×(株)→収集運搬業者）
引取り希望日、引渡場所、引渡す使用済プラスチック使用製品の内
容（品目・重量・荷姿等を可能な範囲で記載）を収集運搬業者に連
絡し、回収拠点からの収集依頼を行う。

■管理伝票

③積替施設に持ち込まれた際
に、積替施設担当者が管理伝
票にサインを行い、●×（株）
にFAXする。

収集運搬業者

中間処理施設

＜FAX・電子DATA＞

＜FAX・
電子DATA＞

＜FAX・電子DATA＞

＜FAX・電子DATA＞

●×(株)（申請者名）

＜収集手配＞

＜保管確認＞

＜運搬依頼＞

＜中間処理
受付確認＞

回収拠点

④積替施設において一定量集まった段階で、●×（株）に連絡し、
収集運搬業者の手配を依頼する。

積替施設

別紙３

⑦中間処理施設に入庫されたときは、中
間処理施設担当者が自ら管理伝票にサイ
ンした上で、●×（株）に連絡する。

使用済プラスチック使用製品の管理方法

⑤配車手配（●×(株)→収集運搬業者）
積替施設からの依頼を委託先の収集運搬業者に転送し、配車。

＜運搬手配＞

⑥引渡し証明（収集運搬業者→処分施設）
収集運搬業者は、運搬手配の内容を積替施設担当者と確

認し、管理伝票と使用済プラスチック使用製品の引渡を積替
施設から受けて、中間処理施設に運搬する。収集運搬業者は、
自ら管理伝票にサインした上で、中間処理施設に引渡しを行う。

＜FAX・電子DATA＞

■管理伝票

■管理伝票

■管理伝票

処分施設＜処分受付
確認＞

⑪処分施設に入庫されたときは、処分施設担当者が自ら
管理伝票にサインした上で、●×（株）に連絡する。

⑩引渡し証明（収集運搬業者→処分施設）
収集運搬業者は、運搬手配の内容を中間処理

施設担当者と確認し、管理伝票と使用済プラスチッ
ク使用製品の引渡を積替施設から受けて、処分施
設に運搬する。収集運搬業者は、自ら管理伝票に
サインした上で、処分施設に引渡しを行う。

＜FAX・電子DATA＞

■管理伝票

■管理伝票

収集運搬業者
＜FAX・電子DATA＞

＜運搬手配＞

⑨配車手配（●×(株)→収集運搬業者）
中間処理施設からの依頼を委託先の収集運搬業
者に転送し、配車。

⑦’ 中間処理が完了したときは、処分施設担当者が自ら管
理伝票にサインした上で、●×（株）に連絡する。

⑫処分が完了したときは、処分施設担当者が自ら管理伝
票にサインした上で、●×（株）に連絡する。

管理伝票は一枚でも複数枚でも問わないですが、
一連の流れが把握できるよう、管理番号を設け
るなどの関連づけを行って下さい。
また、管理する情報については、管理伝票の様
式を添付すること等により、明らかにして下さ
い。

一連の流れは可能であれば
データ化してください。

産業廃棄物を取り扱う場合、排出事業者におけ
るマニフェストに係る義務にご留意ください。

【記入例】



使用済プラスチック使用製品の再資源化方法【記入例】 別紙４-１

使用済プラスチック使用製品の回収量：10,000ｔ/年

開梱

手選別

（１） 光学選別
処理能力：△△ｔ/h×●●h×□□日＝○○○ｔ

（４） 比重選別
処理能力：△△ｔ/h×●●h×□□日＝○○○ｔ

残渣（金属
等）
2,500t

（２） 破砕
処理能力：△△ｔ/h×●●h×□□日＝○○○ｔ

（５） 脱水
処理能力：△△ｔ/h×●●h×□□日＝○○○ｔ

（３） 洗浄

（６） 乾燥
処理能力：△△ｔ/h×●●h×□□日＝○○○ｔ

（７） 押出
処理能力：△△ｔ/h×●●h×□□日＝○○○ｔ

再資源化製品：PEペレット
3,030t

（10） 比重選別
処理能力：△△ｔ/h×●●h×□□日＝○○○ｔ

（８） 破砕
処理能力：△△ｔ/h×●●h×□□日＝○○○ｔ

（11） 脱水
処理能力：△△ｔ/h×●●h×□□日＝○○○ｔ

（９） 洗浄
処理能力：△△ｔ/h×●●h×□□日＝○○○ｔ

（12） 乾燥
処理能力：△△ｔ/h×●●h×□□日＝○○○ｔ

（13） 押出
処理能力：△△ｔ/h×●●h×□□日＝○○○ｔ

再資源化製品：PPペレット
2,020t

残渣
2,500t

1,000t

(回収量に対して10%)

9,000t

(回収量に対して90%) 1,500t

(回収量に対して15%)

7,500t

(回収量に対して75%)
PE

3,500t

(回収量に対して35%)

PE以外

4,000t

(回収量に対して40%)

500t

(回収量に対して５%)

添加剤
30t

添加剤
20t

3,000t

(回収量に対して30%)

2,000t

(回収量に対して20%)

2,000t

(回収量に対して20%)

有価物
1,500t

廃棄物
1,000t

廃棄物
500t

有価物
2,000t

・再資源化を複数の処分施設で実施する場合、処分施設毎に別
紙４－１を作成してください（この場合、別紙４－２について
は、処分施設毎のものに加えて、すべての処分施設での値を合
算したものも作成してください）。
・設備毎に整備等による休止期間がある場合は、休止期間を考
慮し、稼働日数を記載してください。
・再資源化方法の詳細（別紙４-１添付資料）を添付してくだ

回収量は残渣込みの数値です

処理能力等は全て〇t/年の形で記載し
てください。



別紙４-１ 添付資料 

再資源化方法の詳細【記入例】 

 

次の記載例を参考にして、別紙４－１の各工程について、説明文を記載してくださ

い。また、各工程の様子が分かるように写真等も添付してください。 

【再資源化方法の詳細について（別紙４－１を基にした記載例）】 

①   

回収した使用済プラスチック使用製品を手選別コンベア上で、人手により、異物

である○○と◇◇を選別し、不適物（金属等）を除去する。○○と◇◇以外は主

たる再資源化製品の原料とする。 

② 光学選別(１)により、「PE」と「PE 以外」を選別する。 

③ PE はフレコンに一時保管する。ある程度の量がまとまった時点で、破砕（２）・洗

浄（３）・比重選別（４）・脱水（５）・乾燥（６）まで連続して処理する。 

④ ○○のために添加剤を投入した上で押出（７）を行い、PE ペレットとして容器製

造事業者に売却する。 

⑤ ②で分別した「PE 以外」は混合品であるため、破砕（８）・洗浄（９）後、比重選別

（10）により PP を選別し、脱水（11）・乾燥（12）まで連続して処理する。 

⑥ ○○のために添加剤を投入した上で押出（13）を行い、ＰＰペレットとして、容器

製造事業者に売却する。 

⑦ 比重選別（４）・(10)により発生した残渣のうち、ゴムくずは自社で熱回収に利用

する。残りの残渣は□□株式会社に搬送し、RPF 化した上で熱回収を行う。 

（補足） 

・処理施設設置許可証の処理能力を決定している機器は破砕機である。 

各工程の様子が分かるように写真を添付してく

ださい。（写真の枚数や位置は任意です） 

荷姿、開梱の様子、各工程の様子、再資源化物、再資

源化物の保管状況、残渣、残渣の保管状況 など 



別紙４-２

再資源化の実施率【記入例】

：

：

：

：

：

：

④再資源化により得られた製品の製造量（⑤＋⑥） ○○○t/年

⑤再資源化により得られた製品に占める他材料の量

○○○％

物
質
収
支
関
係
図

○○○t/年

⑥再資源化により得られた製品に占める使用済プラスチック使用製品の量(④－⑤)

収
率

再資源化率＝ ×100＝

物
質
収
支

①使用済プラスチック使用製品の回収量 ○○○t/年

①使用済プラスチック使用製品の回収量
（〇〇〇t - 〇t）

⑥再資源化により得られた製品に占める使用済プラスチック使用製品の量
（〇〇〇t）

②最初の工程から投入する他材料の量 ○○○t/年

③投入量（①＋②） ○○○t/年

②他材料

①回収量

③投入量 再資源化工程
④再資源化により得られた

製品の製造量

⑤製品に占める

他材料の量

⑥製品に占める
使用済プラス
チック使用製
品の量

回収した使用済プラスチック使用製品に、「他の材料（添加剤
等）」を混合して再資源化を実施する場合、当該「他の材料」
の重量を記入してください。
「他の材料」を混合しない場合は、「０」と記入してください。

残渣が発生する場合は、⑦残渣の欄を作成してください。

収率を計算して記入してください。

残渣が発生する場合は、物質収支関係図に⑦残渣

量を追加してください。



別紙５

➀使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬を行う者
整理番号 氏名又は名称 住所
1 ○○商店 代表取締役 ○○　○○ 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目○番地○号
2 ●●　●●（●●運送） － 埼玉県所沢市並木○丁目○号
3 北海道○○株式会社 代表取締役 ○○　○○ 北海道札幌市北区北八条西○丁目
4 東北○○株式会社 代表取締役 ○○　○○ 宮城県仙台市青葉区本町三丁目○番○号
5 関東○○株式会社 代表取締役 ○○　○○ 埼玉県さいたま市中央区新都心○番地○号

②使用済プラスチック使用製品の処分を行う者
整理番号 氏名又は名称 住所及び施設の所在地

1 ○○株式会社 代表取締役 ○○　○○
東京都千代田区霞が関一丁目○番地○号
施設の所在地：
　同上

2 ○×株式会社 代表取締役 ○○　○○

東京都中野区中野二丁目○番地○号
施設の所在地：
本社工場：東京都中野区中野二丁目○番地□号
○▲工場：愛知県名古屋市中区三の丸二丁目○番地○号

3 △△株式会社 代表取締役 ○○　○○○
大阪府大阪市中央区大手前一丁目○番地○号
施設の所在地：
　同上

4 ▽▽株式会社 代表取締役 ○○○　○○
岡山県岡山市北区桑田町○番○号
施設の所在地：
　同上

5 ▽▽▽株式会社 代表取締役 ○　○○○
岡山県岡山市北区桑田町○番○号
施設の所在地：
　熊本県熊本市東区尾ノ上一丁目○番○号

③残渣の処分を行う者（認定の範囲外）
整理番号 氏名又は名称 住所及び施設の所在地

1 ○○株式会社 代表取締役 ○○　○○
東京都千代田区霞が関一丁目○番地○号
施設の所在地：
　同上

2 ○×株式会社 代表取締役 ○○　○○

東京都中野区中野二丁目○番地○号
施設の所在地：
本社工場：東京都中野区中野二丁目○番地□号
○▲工場：愛知県名古屋市中区三の丸二丁目○番地○号

使用済プラスチック使用製品の収集、運搬又は処分を行う者【記入例】

代表者の氏名

代表者の氏名

代表者の氏名

（株）、（社）、（財）等と省略

せずに、正式名称で記入してくだ

さい。

役職は登記事項証明書等に記載の正

式名称で記入してください。

個人の場合は、
氏名（屋号・商号）

を記入してください。

また、姓と名の区別がわかるよう、性と名の間
に全角スペースを１文字分はさんでください。

個人の場合は、
－（全角のバー）

を記入してください。代表者
の氏名の記載は不要です。

別紙５の記載情報を基に認定証を作成するため、省略せず、漢数字と算用数
字の違いに注意して、登記上の表記のとおりに記入してください。

また、代表者の変更、市町村合併等に伴う住所の変更等にもご注意ください。

政令市等であっても都道府県
から始めてください。

施設の所在地が住所と同じ場合は「同上」

としてください。

複数の処分施設で処分を行う場合、処分

施設の名称ごとに所在地を記入してくだ

さい。

残渣の処分は、廃棄物処理法の特例の範囲外です。

委託して行う場合は、廃棄物処理法の業の許可を有

する事業者に委託するようご注意ください。

漢数字・算用数字の表記間違いに注意して下さい。

丁目は漢数字、番地以下は算用数字で統一してください。



別紙６

回収拠点及び積替施設一覧表【記入例】

氏名又は名称 回収拠点 施設の所在地 手解体・手分別の有無別紙５の整理番号
1 ○○商店名古屋支店 － 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目○番地○号 － ➀１
2 東北○○株式会社東北センター － 宮城県仙台市青葉区本町三丁目○番○号 ○ ➀４
3 東北○○株式会社中部センター － 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目○番地○号 － ➀４
4 関東○○株式会社北関東センター － 埼玉県さいたま市中央区新都心○番地○号 ○ ➀５
5 関東○○株式会社関西センター － 大阪府大阪市中央区大手前一丁目○番地○号 ○ ➀５
6 ○○商店釧路支店 ○ 北海道釧路市幸町十丁目○番地 ○ ➀１
7 ○○薬局仙台店 ○ 宮城県仙台市青葉区本町三丁目○番○号 － －
8 ○○商店さいたま支店 ○ 埼玉県さいたま市中央区新都心○番地○号 － －

10 ○○薬局 ○
下記URLに掲載された全ての店舗
http://…

－ －

本社の住所ではなく、積替又は保管
の場所の所在地を記入してください。

積替・保管は収集運搬行為の一環です。

回収拠点及び積替施設で積替・保管を行う者を把握するため、別紙５の
「①使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬を行う者」のうち、当
該回収拠点及び積替施設で積替・保管を行う者の整理番号を記入してく
ださい。

なお、申請者からの依頼を受けて回収ボックスの設置のみを行う者は、
積替・保管を行う者には該当しないため、別紙５に記入する必要はあり
ません。この場合は、「－（全角のバー）」を記入してください。

回収拠点とは、消費者や排出事業者から回収ボックスの設
置等により使用済プラスチック使用製品を回収する施設や
店舗、事業所等を指します。
該当しない場合には、「－（全角のバー）」を記入してく
ださい。

積替施設で手解体・手分別を行う場合には「○」
を記入してください。手解体・手分別を行わない
場合には、「－（全角のバー）」を記入してくだ
さい。

回収拠点については、ホームページにおいて回収
拠点一覧を掲載した上で、当該ホームページの
URLを記載することも可能です。

積替施設とは、使用済プラスチック使用製品の積替
又は保管を行う施設等を指します。

漢数字・算用数字の表記間違いに注意して下さい。

丁目は漢数字、番地以下は算用数字で統一してください。



別紙７

処分施設一覧表【記入例】

使用済プラスチック使用製品の処分を行う施設
名称 施設の所在地 処理内容 処理能力 処理業許可番号 施設設置許可番号 保管施設の所在地

1
○○株式会社
××工場

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目○番
地○号

破砕・選別 10t／日 ○○××号 ○○××号
愛知県名古屋市
中区三の丸五丁
目○番地○号

2
○×株式会社
△○工場

岡山県岡山市北区桑田町○番○号 圧縮 3.6ｔ／日 許可なし

許可不要
（1日当たりの処理能力
が５立方メートルを超え
ず、廃棄物処理法第15
条第1項の対象外施設

であるため。）

3
□□株式会社
×△工場

熊本県熊本市東区尾ノ上一丁目○番○号

残渣の処分を行う者（認定の範囲外）の施設
名称 施設の所在地 処理内容 処理能力 処理業許可番号 施設設置許可番号 保管施設の所在地

1
○○株式会社
××工場

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目○番
地○号

破砕・選別 10t／日 ○○××号 ○○××号
愛知県名古屋市
中区三の丸五丁
目○番地○号

2
○×株式会社
△○工場

岡山県岡山市北区桑田町○番○号 埋立（最終処分） 3.6ｔ／日 ○○××号

許可不要
（1日当たりの処理能力
が５立方メートルを超え
ず、廃棄物処理法第15
条第1項の対象外施設

であるため。）

○○　○○

代表者の氏名

○○　○○

○○　○○

○　○○○

代表者の氏名

○○　○○

施設設置許可が必要な施設かどうかは、都
道府県等に、必ず確認してください。

施設設置の許可が不要である場合、「許可
不要」と記入したうえで、その根拠まで記
入してください。
（空欄にしないよう、注意してください）
また、「別紙７_添付資料_施設設置許可の
要否について」を作成し、提出してくださ
い。

別紙７に記入している処分施設は、それぞれの処分施設の概要がわかるパンフレット等と、処理
フロー図、平面図（工場敷地内の建屋配置と、建屋内の設備配置がわかるもの。使用済プラス
チック使用製品についても記載したもの。）、及び付近の見取図を添付してください。
処分業の許可がなく、かつ設置許可も不要である施設で処理を行う場合は、その施設の処理能力
がわかる資料（機械のカタログ等施設の処理能力が判定できる資料）も添付してください。

処理能力の欄には、廃棄物施設設置許可証や廃棄物処
分業許可証に記載された処理能力を記載してください。

処分業の許可を有していない場合は
「許可なし」と記入してください。

選別（手作業を除く。）、圧縮は処分に該当するため、該当する行為を
行う施設は、全て処分施設として別紙７に記入してください。

処理業許可又は施設設置の許可がある場合には、それぞれの許可証の
写しも添付してください。

残渣の処分は、廃棄物処理法の特例の範囲外です。

委託して行う場合は、廃棄物処理法の業の許可を有

する事業者に委託するようご注意ください。

漢数字・算用数字の表記間違いに注意して下さい。

丁目は漢数字、番地以下は算用数字で統一してください。



別紙７ 添付資料 

○○年○○月○○日 

 

経済産業大臣 殿 

環境大臣 殿 

 

施設の設置許可が不要であることの確認結果について（報告）【記入例】 

 

プラスチックの資源循環の促進に関する法律の第 39 条第１項に基づく自主回収・再資源

化事業計画／第 48 条第１項に基づく再資源化事業計画に係る申請書類に示した（法人名）

の所有する施設について、以下の通り確認をしました。 

 

施設の所在地：○○県○○市○○ ○○-○○ 

設備：破砕機（破砕・圧縮） 

管轄自治体：○○県 

問い合わせ日時：○○年○○月○○日○○時 

問い合わせ部署、担当者：○○局○○課 ○○ ○○様（連絡先：ＸＸ-ＸＸＸＸ-ＸＸＸＸ） 

問い合わせ方法：電話相談／対面による打ち合わせ 

問い合わせ内容：別添資料を使用し、事業計画内容についてご説明。当該計画で処理に用い

る破砕施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処

理法」という。）（第８条第１項／第 15条第１項）に規定する施設設置許可

の要否を確認した。 

回答内容：当該施設到着時点で廃棄物に該当しない／一日当たりの処理能力が５トン以下

であると判断できるため、廃棄物処理法（第８条第１項／第 15 条第１項）に規

定する、一般廃棄物処理施設／産業廃棄物処理施設には該当せず、廃棄物処理法

（第８条第一項／第 15条第１項）の規定による許可は不要である。 

 

 上記にて管轄自治体に問い合わせを行った時点から、事業計画の内容（物の性状、排出の

状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思及び一日当たりの処理能力等を含

む）に変更が生じた場合、再度管轄自治体に確認し、その内容を報告します。 

 また、自主回収・再資源化事業計画が認定された場合、管轄自治体に問い合わせを行った

時点から、事業計画の内容（物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、

占有者の意思及び一日当たりの処理能力等を含む）に変更が生じていないことについて、毎

年 6 月 30 日までに、その年の３月 31 日以前の１年間における当該認定に係る自主回収・

再資源化事業計画／再資源化事業計画の実施の状況に関する報告書へ記載します。 

 

住所： 

名称：○○株式会社 

代表者の役職・氏名：代表取締役 ○○ ○○ 



別紙８ 

研究開発の内容【記入例】 

 

研究開発を行う者の名称 

住  所：東京都千代田区霞が関一丁目○番地○号 

名  称：○○株式会社 

代表者の役職・氏名：代表取締役  ○○ ○○ 

電話番号：03- XXXX-XXXX 

研究開発の名称 ○○の効率的なリサイクル技術の開発 

実施開発の実施期間 （元号）○○ 年 ○月 ○日 ～ （元号）○○ 年 ○月 ○日 

研究開発の実施場所 

施設名称： 

住 所： 

（申請者の住所と異なる理由：） 

研究開発の内容 

 使用済プラスチック使用製品の再資源化工程における○○の効率的なリサイクル技術の確立に向け

て、リサイクル設備の○○等の開発課題について、以下の研究開発により解決を図る。 

 

＜研究開発の概要＞  

 ・・・ 

 ・・・ 

＜研究開発の方法＞ 

 ・・・ 

 ・・・ 

＜研究開発で期待できる成果＞ 

 ・・・ 

＜研究開発の実施体制＞ 

 ・・・ 

 

 

※ 研究開発を行わない場合は、別紙８の作成は不要です。 

※ 必要に応じて、研究開発の内容がわかる書類を添付してください。 

 

 



 

 

別紙９ 

 

（元号）○年○月○日 

  

経済産業大臣 殿 

環境大臣 殿 

 

生活環境に係る被害を防止するための措置について 

【記入例】 

 

 

当社は、本申請に係る自主回収・再資源化事業において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６

条の２第２項に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第 12 条第１項に規定する産業廃棄物処理基準

に適合しない処理が行われ、生活環境に係る被害を防止する必要がある場合には、当該不適正な処理

を行った者に対して支障の除去等の必要な措置を行うよう指導するとともに、仮に不適正な処理を行っ

た者が支障の除去等の必要な措置を講じない場合は、これらの者に代わり遅滞なく支障の除去等の必

要な措置を講じます。 

 

 

 

住  所：東京都千代田区霞が関一丁目２番地２号 

 

名  称：○○株式会社 

代表者の役職・氏名：代表取締役 ○○ ○○  

 

 

 



添付書類（D）

１．収集又は運搬に係る知識及び技能を有する状況
産業廃棄物収集運搬業許可（許可番号○○号）
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（新規）の産業廃棄物の収集運搬過程終了（第〇〇〇〇号）

２．使用済プラスチック使用製品の処分に係る知識及び技能を有する状況
産業廃棄物処分業許可（許可番号○○号）
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（新規）の産業廃棄物の収集運搬過程終了（第〇〇〇〇号）

申請者が知識及び技能を有する書類【記入例】

収運、処分共通

業許可を持っている場合は許可番号を、講習会を受講した場合は、修了証の番

号を記載してください。

収運、処分共通

添付資料Dの添付資料として、業許可証、講習会の修了証を添付してください。



添付書類（E）

１．使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬を行う者
氏名又は名称 住所 知識及び技能を有する状況

1 ○○商店 代表取締役 ○○　○○ 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目○番地○号 産業廃棄物収集運搬業許可（許可番号○○号）

2 ●●　●●（●●運送） － 埼玉県所沢市並木○丁目○号
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（新
規）の収集運搬課程修了(第*********号)

3 北海道○○株式会社 代表取締役 ○○　○○ 北海道札幌市北区北八条西○丁目
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（新
規）の収集運搬課程修了(第*********号)

4 東北○○株式会社 代表取締役 ○○　○○ 宮城県仙台市青葉区本町三丁目○番○号 産業廃棄物収集運搬業許可（許可番号○○号）

5 関東○○株式会社 代表取締役 ○○　○○ 埼玉県さいたま市中央区新都心○番地○号 産業廃棄物収集運搬業許可（許可番号○○号）

２．使用済プラスチック使用製品の処分を行う者
氏名又は名称 住所及び施設の所在地 知識及び技能を有する状況

2 ○×株式会社 代表取締役 ○○　○○
東京都中野区中野二丁目○番地○号
施設の所在地：
　愛知県名古屋市中区三の丸二丁目○番地○号

産業廃棄物処分業許可（許可番号○○号）

3 △△株式会社 代表取締役 ○○　○○○
大阪府大阪市中央区大手前一丁目○番地○号
施設の所在地：
　同上

産業廃棄物処分業許可（許可番号○○号）

4 ▽▽株式会社 代表取締役 ○○○　○○
岡山県岡山市北区桑田町○番○号
施設の所在地：
　同上

財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（新規）の
処理課程修了(第*********号)

5 ▽▽▽株式会社 代表取締役 ○　○○○
岡山県岡山市北区桑田町○番○号
施設の所在地：
　熊本県熊本市東区尾ノ上一丁目○番○号

財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（新規）の
処理課程修了(第*********号)

受託者が知識及び技能を有することを証する書類【記入例】

代表者の氏名

代表者の氏名

受講すべき講習については、「２．３ 自主回収・再
資源化事業計画に添付すべき書類（１）申請者及び
受託者が能力に係る基準に適合することを証する書
類 （添付資料D・E）」の項目をご覧ください。

漢数字・算用数字の表記間違いに注意して下さい。

丁目は漢数字、番地以下は算用数字で統一してください。



（個人用） 

 

添付書類 (G) 

 

 

（元号）○年○月○日 

 

経済産業大臣 殿 

環境大臣 殿 

 

誓約書【記入例】 

 

 

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第18条第１号ロの基準に適合すること

を示す書類として事業改善計画書及び財務諸表（貸借対照表、損益計算書等。解釈を含む。）等の書

類を申請時のみでなく、当分の間、毎年報告することを誓約します。 

 

 

 

                                住 所：東京都千代田区霞が関一丁目○番地○号 

                                 氏 名：○○ ○○    



（法人用） 

 

添付書類 (G) 

 

 

（元号）○年○月○日 

 

経済産業大臣 殿 

環境大臣 殿 

 

誓約書【記入例】 

 

 

 当社は、申請にあたり、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第18条第１号

ロの基準に適合することを示す書類として事業改善計画書及び財務諸表（貸借対照表、損益計算書

等。解釈を含む。）等の書類を申請時のみでなく、当分の間、毎年報告することを誓約します。 

 

 

 

                                住 所：東京都千代田区霞が関一丁目○番地○号 

 

                                名 称：○○株式会社    

代表者の役職・氏名：代表取締役 ○○ ○○ 

 



添付書類（H）（I）（J）（K）（M） 

 

（元号）○年○月○日 

 

経済産業大臣 殿 

環境大臣 殿 

 

誓約・保証書【記入例】 

 

 

１ 法第 39 条第１項の規定による申請者及び法第 39 条第２項第５号に規定する者について、当該申請

に係る処理を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することを保証します。 

 

２ 当社は法第 39 条第３項第３号イからトまでに定める要件のいずれにも該当しないことを誓約します。 

 

３ 法第 39 条第２項第５号に規定する者について、法第 39 条第３項第３号イからトまでに定める要件の

いずれにも該当しないことを保証します。 

 

４ 収集又は運搬の用に供する施設（積替施設を含む。）が、再資源化事業を適確に、かつ、継続して行

うに足りるものとして、施行規則第 18 条第２号イ及びロに定める基準に適合するものであることを誓

約します。 

 

５ 処分の用に供する施設（保管施設を含む。）が、再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足り

るものとして、施行規則第 18 条第３号イ、ロ及びニに定める基準に適合するものであることを誓約しま

す。 

 

 

なお、事業実施に当たっては、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律及び他法令、本申

請に係る再資源化事業計画並びに本誓約・保証書に従い、適正かつ誠実に業務を行います。 

 

 

住  所：東京都千代田区霞が関一丁目○番地○号 

 

名  称：○○株式会社  

代表者の役職・氏名：代表取締役 ○○ ○○  



 

自主回収・再資源化事業計画 

変更申請書 

【記入例】 

（元号）○年○月○日 

経済産業大臣 殿 

環境大臣 殿 

 

申請者 

住 所：東京都千代田区霞が関一丁目○番地 

名 称：○○株式会社 

代表者の役職・氏名：代表取締役  ○○ ○○ 

電話番号：03- XXXX-XXXX 

 

（元号）○年○月○日付け第○号で認定を受けた自主回収・再資源化事業計画について以下の事

項について変更の認定を受けたいので、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第 40 条

第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。 

１．変更の内容 

（施行規則第 24 条第３号） 

 

２．変更の理由 

（施行規則第 24 条第４号） 

 

３．変更後の処理の開始予定年月日 

（施行規則第 24 条第５号） 

 

備 考 

・ 各欄にその記入事項の全てを記入することができないときは、「別紙のとおり」と記入し、別紙を添

付すること。 

 

 

【担当者情報】 

①氏 名： 

②住 所：〒 

③所 属： 

④連絡先：TEL：                  FAX：                         

Mail：                         

 

 

 

漢数字・算用数字の表記間違いに注意して下さい。 

丁目は漢数字、番地以下は算用数字で統一してください。 



 

 

自主回収・再資源化事業計画 

変更届出書 

 

（元号）○年○月○日 

経済産業大臣 殿 

環境大臣 殿 

届出者 

住 所：東京都千代田区霞が関一丁目○番地 

名 称：○○株式会社 

代表者の役職・氏名：代表取締役  ○○ ○○ 

電話番号：03- XXXX-XXXX 

 

（元号）○年○月○日付け第○号で認定を受けた自主回収・再資源化事業計画について以下の事

項について変更を（行う／行った）ので、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第 40 条

（第２項／第３項）の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

１．変更の内容 

（施行規則第 23 条第３号又は第 24 条第３号） 

 

２．変更の理由 

（施行規則第 23 条第４号又は第 24 条第４号） 

 

３．変更後の処理の開始予定年月日又

は変更の年月日 

（規則第 23 条第５号又は第 24 条第５号） 

 

備 考 

・ 各欄にその記入事項の全てを記入することができないときは、「別紙のとおり」と記入し、別紙を添

付すること。 

 

 

【担当者情報】  

①氏 名： 

②住 所：〒 

③所 属： 

④連絡先：TEL：                  FAX：                         

Mail：                         

 
 

軽微な変更の届出（法第 40 第２項関係）の場合は、変更

後の処理の開始予定年月日を記入してください。 

氏名等の変更の届出（法第 40 条第３項関係）の場合は、

変更した年月日を記入してください。 

本届出の内容に応じて記入してください。 

・軽微な変更の届出（法第 40 条第２項関係） 

・氏名等の変更の届出（法第 40 条第３項関係） 

40 条第 2 項の届出の場合はそれぞれ 

（施行規則第 23 条第●号） 

40 条第 3 項の届出の場合はそれぞれ 

（施行規則第 24 条第●号）として下さい。 

変更前と変更後がわかるよう記

載してください。 

漢数字・算用数字の表記間違いに注意して下さい。 

丁目は漢数字、番地以下は算用数字で統一してください。 



 

 

自主回収・再資源化事業 

廃止届出書 

 

（元号）○年○月○日 

経済産業大臣 殿 

環境大臣 殿 

届出者 

住 所：東京都千代田区霞が関一丁目○番地○号 

名 称：○○株式会社 

代表者の役職・氏名：代表取締役  ○○ ○○ 

電話番号：03- XXXX-XXXX 

 

（元号）○年○月○日付け第○号で認定を受けた自主回収・再資源化事業について以下のとおり廃

止を行ったので、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第 25 条の規定により、

関係書類を添えて届け出ます。 

１．廃止の理由 

 

 

２．廃止の年月日 

 

 

備 考 

・ 各欄にその記入事項の全てを記入することができないときは、「別紙のとおり」と記入し、別紙を添

付すること。 

 

【担当者情報】 

①氏 名： 

②住 所：〒 

③所 属： 

④連絡先：TEL：                  FAX：                         

Mail：                         

 
 

漢数字・算用数字の表記間違いに注意して下さい。 

丁目は漢数字、番地以下は算用数字で統一してください。 



 

 

使用済プラスチック使用製品の 

自主回収・再資源化の実施の状況の報告書 

【記入例】 

 

（元号）○年○月○日 

経済産業大臣 殿 

環境大臣 殿 

住 所：東京都千代田区霞が関一丁目○番地○号 

名 称：○○株式会社   

代表者の役職・氏名：代表取締役  ○○ ○○  

電話番号：03- XXXX-XXXX 

 

（元号）○年○月○日付け第○号で認定を受けた自主回収・再資源化事業の実施の状況に関

して、以下のとおり報告します。 

事業期間 ○○年○月○日から○○年○月○日まで 

当該一年間に収集した使用済プラスチック使用製品の種類及び種類ごとの重量 

（施行規則第 26 条第３号） 

種類 重量 

製品Ａ ○○トン 

製品Ｂ ○○トン 

当該一年間に使用済プラスチック使用製品の再資源化により得られた物の種類ごとの重量、

利用者及び利用方法（施行規則第 26 条第４号） 

種類 利用者 利用方法 重量 

PE・PP 混合 

／フレーク 
○×株式会社 

樹脂原料化 

（自社利用） 
○○トン 

ペレット ▲▲株式会社 樹脂原料化 ○○トン 

当該一年間に収集した使用済プラスチック使用製品のうち 

再資源化されずに廃棄物として処理された物の種類ごとの重量及びその処理を行った者 

（施行規則第 26 条第５号） 

種類 処理業者 処理 重量 

ゴムくず ■■株式会社 
熱回収・埋立 

（委託） 
○○トン 

 

当該年度のうち、事業を行った

期間を記入してください。 

商社等を経由して売却した場合

は、商社等と最終的な利用者の

両方を記入してください。 

漢数字・算用数字の表記間違いに注意して下さい。 

丁目は漢数字、番地以下は算用数字で統一してください。 

実績が０トンでも報告してください。 




